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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　告　示� 所管課（室）名

○長崎県地域振興部関係補助金等交付要綱の一部改正� 地域づくり推進課

長崎県告示第221号の２

　長崎県地域振興部関係補助金等交付要綱（平成23年長崎県告示第456号）の一部を次のように改正し、令和７

年度の予算に係る補助金等から適用する。

　　令和７年４月１日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表（第２条関係）

　地域づくり推進課関係

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等　　　

補助率

又は額

補助対

象　者

１～５　略

６ 地域産

業雇用

創出チ

ャレン

ジ支援

事業補

助金

人口減少

対策をは

じめ地域

課題の解

決に資す

る雇用拡

大や、UI

ターン者

などによ

る創業、

就業又は

事業拡充

を支援す

ることに

より、そ

れらの人

財の活動

を通じ、

地域振興

を図ると

ともに、

本県への

次に掲げる事業に

要する経費

⑴　略

⑵�　地方就職学生

支援事業

　�　市町が実施す

る、東京圏に在

住し、東京都内

に本部がある大

学等を卒業又は

修了しており、

かつ、長崎県内

企業等に就職し、

長崎県へ移住し

た者の就職活動

等に係る経費

（交通費）及び

移住に係る経費

（移転費）を補

助する事業に要

する経費。

　　ただし、就職

略 略

別表（第２条関係）

　地域づくり推進課関係

補助金

の名称

交付の

目　的

補助事業の内容、

対象経費等　　　

補助率

又は額

補助対

象　者

１～５　略

６ 地域産

業雇用

創出チ

ャレン

ジ支援

事業補

助金

人口減少

対策をは

じめ地域

課題の解

決に資す

る雇用拡

大や、UI

ターン者

などによ

る創業、

就業又は

事業拡充

を支援す

ることに

より、そ

れらの人

財の活動

を通じ、

地域振興

を図ると

ともに、

本県への

次に掲げる事業に

要する経費

⑴　略

⑵�　地方就職学生

支援事業

　�　市町が実施す

る、東京圏に在

住し、東京都内

に本部がある大

学を卒業する見

込みであり、か

つ、長崎県内企

業に内定し、長

崎県へ移住する

意思がある者の

就職活動に要し

た経費等を補助

する事業に要す

る経費

略 略
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移住・定

住を促進

すること

を目的と

する。

　�活動等に係る経

費（ 交 通 費 ）

については、大

学等を卒業又は

修了する見込み

であり、かつ、

長崎県内企業等

に就職すること

が内定している

場合も対象とす

る。

　⑶及び⑷　略

７　略

移住・定

住を促進

すること

を目的と

する。

　⑶及び⑷　略

７　略
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